
説

苑

最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て

t
中
村
政
則
氏
の
近
代
天
皇
制

　
　
　
　
国
家
論
の
方
法
を
中
心
と
し
て
！

星

埜

惇

　
本
稿
の
主
題
は
、
表
題
に
も
示
し
た
ご
と
く
、
近
年
、
近
代
天
皇
制
国

家
に
関
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
意
欲
的
な
労
作
を
発
表
さ
れ
、
あ
ら
た
な
視
点

に
も
と
づ
く
方
法
の
提
示
に
よ
っ
て
急
速
に
研
究
史
を
ゆ
た
か
に
さ
れ
て

お
ら
れ
る
中
村
政
則
氏
の
所
説
を
対
象
と
し
て
、
と
り
わ
け
、
そ
の
方
法

に
か
か
わ
る
問
題
の
提
示
を
通
じ
て
私
見
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と

に
お
か
れ
て
い
る
。
氏
の
天
皇
制
国
家
に
関
す
る
所
説
は
、
他
の
主
題
に

関
連
し
て
示
さ
れ
た
も
の
を
も
ふ
く
め
て
、
き
わ
め
て
数
多
く
の
論
稿
に

　
　
－
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
も
っ
と
も
最
近
に
お
け
る
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

系
的
叙
述
で
あ
る
「
近
代
天
皇
制
国
家
論
」
襲
よ
び
「
近
代
天
皇
制
国
家

　
　
（
2
）

の
確
立
」
に
限
定
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
（
1
）
　
原
秀
三
郎
・
峰
岸
純
夫
・
佐
々
木
潤
之
介
・
中
村
政
則
編
『
大

　
　
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
　
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年

　
　
一
二
月
）
の
「
序
説
」
。

　
（
2
）
　
同
上
編
『
大
系
日
本
国
家
史
5
・
近
代
H
』
　
（
一
九
七
六
年
一

　
　
二
月
）
の
冒
頭
論
文
、
鈴
木
正
幸
氏
と
の
共
同
執
筆
。

　
い
ま
、
き
わ
め
て
性
急
に
い
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
氏
の
見
解
と
私
見

と
を
分
け
る
究
極
の
点
は
、
氏
が
右
の
二
論
文
で
明
示
し
て
お
ら
れ
る
、

「
国
家
類
型
」
お
よ
び
「
国
家
形
態
」
と
い
う
概
念
の
把
握
い
か
ん
に
依

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
論
旨
も
、
結
局
す
べ
て
そ
こ
に
収
軟
し
て
ゆ

く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
と
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
に
少
し

く
氏
の
論
旨
の
展
開
を
追
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

　
中
村
氏
は
、
ま
ず
戦
略
論
争
（
目
野
呂
・
猪
俣
論
争
4
を
は
じ
め
と
す

る
戦
前
以
来
の
天
皇
制
国
家
論
史
の
再
整
理
か
ら
作
業
を
開
始
さ
れ
、
継

承
す
べ
き
点
・
批
判
的
に
克
服
す
べ
き
点
の
認
識
を
克
明
に
行
な
っ
て
お

ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
い
ち
い
ち
に
全
面
的
に
立
ち
い
る
煩
雑
さ
は
避
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
1

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
中
村
氏
の
、
後
論
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
の
主

張
の
み
と
り
だ
し
て
お
こ
う
。

　

一
　
野
呂
昌
猪
俣
論
争
に
関
し
て
。

r
」　

　
「
当
年
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
」
が
「
国
家
論
レ
ベ
ル
で
の
独
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
の
検
討
を
お
こ
な
わ
ず
に
、
経
済
的
下
部
構
造
の
規
定
か
ら
い
き
な
り

　
国
家
権
力
の
本
質
規
定
を
や
っ
た
」
　
「
理
由
」
の
「
一
つ
は
、
こ
の
こ

　
ろ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
は
未
だ
天
皇
制
を
経
済
的
下
部
構
造
か
ら
相

　
対
的
に
独
自
な
性
格
を
も
つ
専
制
的
な
国
家
機
構
と
し
て
把
え
る
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
ド

　
が
十
分
に
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
制
は
ま
ず
国

　
家
機
構
と
し
て
絶
対
主
義
的
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
国
家
の
階

　
級
的
性
格
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
独
裁
国
家
で
あ

　
る
が
、
執
行
権
力
の
直
接
的
掌
握
者
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
も
地
主
で

　
も
な
く
、
法
律
上
・
制
度
上
は
天
皇
制
軍
部
と
官
僚
が
絶
対
の
権
力
を

　
行
使
し
う
る
独
特
の
専
制
的
国
家
形
態
を
と
っ
て
い
た
（
こ
の
点
の
特

　
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
天
皇
制
軍
部
官
僚
国
家
と
い
う
表
現
を

　
と
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
独
特
の
国
家
形
態
上
の
特
質
」

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
へ
の
認
識
不
十
分
。

　
二
　
三
ニ
テ
ー
ゼ
・
ク
ー
シ
ネ
ン
報
告
に
関
し
て
。

〔　
　
「
下
部
構
造
に
規
定
さ
れ
つ
つ
も
そ
れ
か
ら
相
対
的
な
独
自
性
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

つ
」
　
「
天
皇
制
の
権
力
規
定
を
お
こ
な
っ
て
」
　
「
天
皇
制
認
識
が
飛
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
に
高
め
ら
れ
て
い
る
」
。
「
注
意
を
要
す
る
の
は
、
三
ニ
テ
ー
ゼ
お
よ

び
ク
ー
シ
ネ
ン
報
告
の
ど
こ
を
読
ん
で
み
て
も
、
　
『
封
建
的
絶
対
主
義

　
国
家
』
と
い
う
国
家
類
型
に
属
す
る
言
葉
判
概
念
が
見
出
せ
な
い
こ
と

　
で
あ
る
。
む
し
ろ
国
家
の
階
級
的
性
質
を
示
す
言
葉
と
し
て
は
、
　
「
ブ

　
ル
ジ
ョ
ア
H
地
主
的
独
裁
」
と
か
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
日
地
主
的
天
皇
制
』

　
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
。
そ
れ
は
「
一
九
三
〇
年

　
代
の
日
本
国
家
を
封
建
国
家
の
一
小
範
疇
と
し
て
の
封
建
的
絶
対
主
義

　
国
家
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
」
、
ま
た
「
そ
れ

　
と
は
全
く
逆
に
、
天
皇
制
の
役
割
を
過
小
評
価
し
て
、
あ
た
か
も
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
お
よ
び
政
党
内
閣
が
独
自
の
、
　
『
天
皇
制
か
ら
独
立
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
国
家
形
態
で
あ
る
か
の
如
く
、
こ
れ
等
の
も
の
を
天
皇
制
と
対
置
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
と
は
、
根
本
的
誤
謬
で
あ
る
』
と
も
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」
。

　
「
か
く
し
て
三
ニ
テ
ー
ゼ
は
、
天
皇
制
的
支
配
の
本
質
は
「
ブ
ル
ジ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ア
ジ
ー
及
び
地
主
の
勤
労
者
に
対
す
る
独
裁
の
形
態
』
で
あ
る
と
規
定

　
　
（
6
）

　
す
る
」
の
で
あ
る
。

　三
　
服
部
説
に
関
し
て
。

〔　
　
「
天
皇
制
の
生
涯
を
、
…
…
と
も
か
く
首
尾
一
貫
し
た
見
通
し
の
も

　
と
に
把
握
し
え
た
歴
史
家
は
、
服
部
を
の
ぞ
い
て
は
ほ
か
に
い
な
い
の



で
は
な
い
か
」
。
し
か
し
「
そ
の
難
点
は
」
、
「
マ
ニ
ュ
段
階
に
対
応
す
る

権
力
H
絶
対
主
義
と
い
う
規
定
と
」
、
「
寄
生
地
主
制
の
確
立
を
固
有

の
物
質
的
基
礎
と
す
る
」
　
「
天
皇
制
絶
対
主
義
の
確
立
と
い
う
規
定
」

と
の
両
立
不
能
の
点
、
　
「
レ
ー
ニ
ン
の
軍
・
封
帝
国
主
義
概
念
を
ボ
ナ

．
ハ
ル
チ
ズ
ム
概
念
と
等
置
す
る
こ
と
」
へ
の
疑
問
と
そ
の
「
適
用
の
仕

方
」

　
（
7
）

の
問
題
の
ほ
か
に
、

「
絶
対
主
義
を
下
部
構
造
か
ら
相
対
的
に
自

立
し
た
独
自
の
国
家
形
態
・
国
家
機
構
と
し
て
正
し
く
指
摘
し
て
お
き

な
が
ら
、

た
こ
と
、

こ
の
大
切
な
論
点
を
結
論
に
生
か
す
こ
と
」
が
で
き
な
か
っ

　
　
　
　
　
「
国
家
の
本
質
と
国
家
機
構
と
の
関
連
、
国
家
と
政
府
と
の

　
区
別
、
絶
対
主
義
と
帝
国
主
義
と
の
関
連
と
そ
の
相
違
な
ど
、
総
じ
て

　
国
家
論
の
領
域
に
属
す
る
独
自
の
理
論
的
検
討
を
ま
っ
た
く
不
十
分
に

　
し
か
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
、
重
要
な
原
因
が
あ
っ
た
と
い
わ
な

　
　
　
　
　
　
（
臥
）

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

　
　
「
国
家
権
力
の
本
質
を
た
ん
に
経
済
的
下
部
構
造
か
ら
規
定
す
る
だ

　
け
で
な
く
・
国
家
形
態
・
政
治
形
態
な
る
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

　
っ
て
、
下
部
構
造
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
相
対
的
独
自
性
を
も
つ
国
家

　
権
力
の
本
質
を
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
」
に
「
ユ
ニ
ー
ク
な
点
」

が
齢
・
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
経
済
的
支
配
階
級
は
皇
の
立
脚
す

　
　
1
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
ー

コ四
　
平
野
説
に
関
し
て
。

〔

る
搾
取
様
式
・
生
産
関
係
に
照
応
す
る
国
家
（
基
本
的
生
産
手
段
の
所

有
者
の
政
治
組
織
）
を
要
求
す
る
」
が
、
　
「
こ
の
国
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
種
々
の
国
家
形
態
”
政
治
形
態
を

』
翻
」
。
す
な
わ
ち
、
　
「
問
題
は
、
い
か
な
る
階
級
が
国
家
権
力
を
掌
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

し
、
か
つ
被
支
配
階
級
を
抑
圧
す
る
た
め
に
諸
国
家
機
関
を
ど
ん
な
形

鮨
で
組
織
し
て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
一
一
と
す
る
の
で
あ
る
・
　
「
平
野
は
・
天
皇
制
国
家
を
本
質
的
に
は
封

建
国
家
と
は
見
ず
、
む
し
ろ
資
本
制
国
家
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
．
地
主
国

家
）
と
と
ら
え
、
そ
の
上
で
天
皇
制
が
、
他
の
資
本
制
国
家
と
は
根
本

的
に
異
な
る
『
抑
圧
の
独
自
な
固
有
の
形
態
』
を
も
っ
て
い
る
」
　
「
と

主
張
し
て
い
る
か
に
み
え
る
」
。
し
か
し
「
平
野
に
あ
っ
て
は
く
国
家
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
か
ロ

劃
V
と
く
国
家
形
態
V
と
の
理
論
上
の
区
別
が
曖
昧
」
で
あ
る
。

　
「
奴
隷
制
国
家
・
封
建
制
国
家
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
と
い
う
概
念
は
、

ま
さ
に
国
家
の
歴
史
的
な
階
級
的
本
質
を
示
す
く
国
家
の
類
型
V
論
上

の
概
念
で
あ
っ
て
、

式
は
何
か
、

に
よ
っ
て
、

え
よ
う
。

そ
の
時
代
の
支
配
的
生
産
様
式
・
基
軸
的
搾
取
様

　
　
　
　
　
…
…
ど
の
よ
う
な
支
配
階
級
の
利
益
に
奉
仕
し
て
い
る
か

　
　
　
　
　
そ
の
国
家
の
歴
史
的
H
階
級
的
本
質
は
決
定
さ
れ
る
と
言

　
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
資
本
制
国
家
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

ど
ん
な
『
抑
圧
の
独
自
の
固
有
の
形
態
』
（
国
家
形
態
）
を
と
る
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



　
一
説
　
　
　
　
苑
1

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

全
く
別
の
問
題
で
あ
る
」
。

「
以
上
の
よ
う
に
く
国
家
類
型
V
論
と
く
国

家
形
態
目
政
治
形
態
V
論
と
を
一
応
区
別
し
、
後
者
を
前
者
の
下
位
概

念
と
し
て
理
解
す
る
」
な
ら
ば
、
　
「
国
家
の
歴
史
的
な
階
級
的
本
質
を

示
す
く
国
家
類
型
V
論
レ
ベ
ル
で
は
資
本
制
国
家
範
疇
に
属
し
て
い
て

も
、
〈
国
家
形
態
V
論
レ
ベ
ル
で
は
絶
対
主
義
的
本
質
を
維
持
し
て
い

る
こ
と
は
、
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
戦
前
日
本
の
天
皇
制
権

カ
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
く
国
家
類
型
V
と
く
国
家
形
態
V
と
の
あ

い
だ
に
埋
め
が
た
い
ズ
レ
を
も
つ
権
力
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

　
（
1
4
）

つ
た
」
。

（
3
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
一
〇
頁
。
傍
点
は
中

　
村
氏
の
も
の
、
以
下
全
体
を
通
じ
て
、
原
著
者
の
力
点
と
区
別
す
る

た
め
に
、
筆
者
の
強
調
点
、
注
意
点
は
傍
線
を
も
っ
て
示
す
。

（
4
）
　
同
上
、
一
六
頁
。

（
5
）
　
同
上
、
　
一
四
－
五
頁
。
石
堂
清
倫
・
山
辺
健
太
郎
編
『
コ
ミ
ン

　
テ
ル
ン
．
日
本
に
か
ん
す
る
テ
ー
ゼ
集
』
青
木
文
庫
、
　
一
九
六
五

　
年
、
八
二
頁
を
も
参
照
。

（
6
）
　
同
上
、
一
六
頁
。
な
お
、
前
掲
『
テ
ー
ゼ
集
』
八
三
頁
参
照
。

（
7
）
　
同
上
、
二
二
－
三
頁
。

（
8
）
　
同
上
、
二
四
頁
。

一
五
八

（
9
）
　
同
上
、
二
九
頁
。

（
1
0
）
　
同
上
、
三
〇
頁
。
な
お
、
平
野
義
太
郎
『
国
家
権
力
の
構
造
』

　
（
一
九
五
四
年
、
理
論
社
、
三
六
頁
）
、
同
『
国
家
の
機
構
と
民
主

　
的
変
革
』
（
新
日
本
出
版
社
↓
一
九
七
四
年
、
一
七
二
頁
）
参
照
。

（
1
1
）
　
同
上
、
三
〇
頁
。

（
1
2
）
　
同
上
、
三
一
頁
。
平
野
氏
が
天
皇
制
国
家
を
む
し
ろ
資
本
制
国

　
家
と
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
氏
の
把
握
に
は
疑
問
が
あ
る
。
前
掲

　
『
国
家
の
機
構
と
民
主
的
変
革
』
一
六
六
－
八
・
一
八
四
頁
を
み
よ
。

（
1
3
）
　
同
上
、
三
二
頁
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
奴
隷
制
下
に
も
資
本
制

　
下
に
も
「
共
和
制
」
的
国
家
形
態
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

　
れ
が
「
類
型
」
と
「
全
く
別
」
の
「
形
態
」
の
存
在
す
る
証
左
と
は

　
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
共
和
制
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
奴
隷

　
制
あ
る
い
は
資
本
制
と
い
う
国
家
類
型
に
本
質
的
に
規
定
さ
れ
、
そ

　
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
1
4
）
　
同
上
、
三
三
頁
。

　
右
の
中
村
氏
の
整
理
の
な
か
に
、
本
稿
の
問
題
は
す
で
に
ほ
と
ん
ど
出

つ
く
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
討
は
、
氏
自
身
の
見
解

が
積
極
的
に
提
示
さ
れ
る
部
分
と
あ
わ
せ
行
な
う
こ
と
と
し
、
と
り
あ
え



ず
右
の
整
理
の
な
か
か
ら
う
か
が
え
る
か
ぎ
り
で
の
氏
の
把
握
の
摘
出

・
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
論
点
の
み
提
示
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。

　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
ま
ず
国
家
類
型
i
氏
は
こ
れ
を
、
支
配
的
生
産
様
式
・
基
軸
的
搾
取

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

様
式
と
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
経
済
的
支
配
階
級
の
利
益
へ
の
奉
仕
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
決
定
さ
れ
る
国
家
の
歴
史
的
耕
階
級
的
本
質
と
さ
れ
て
い
る
（
使
用
例

は
「
封
建
的
絶
対
主
義
国
家
」
・
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
独
裁
国
家
」
な

ど
）
。

　
　
つ
い
で
跡
暴
称
籐
一
前
者
の
聴
価
概
念
と
し
て
、
経
済
的
支
配
階
級

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ

が
被
支
配
階
級
を
抑
圧
す
る
た
め
に
諸
国
家
機
関
を
い
か
な
る
形
態
で
組

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
　
、
　
、

織
し
て
い
る
か
（
口
国
家
機
構
）
、
そ
の
抑
圧
の
独
自
の
形
態
の
本
質
を

し
め
す
も
の
と
さ
れ
る
（
使
用
例
、
「
天
皇
制
軍
部
官
僚
国
家
ヤ
「
〈
国

家
形
態
V
論
レ
ベ
ル
で
は
絶
対
主
義
的
本
質
」
・
「
ブ
ル
ジ
．
ア
国
家
形

態
」
な
ど
）
。

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
ま
た
、
国
家
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
　
「
国
家
（
基
本
的
生
産
手
段
の

所
有
者
の
政
治
組
織
）
」
と
い
う
、
上
位
概
念
と
し
て
の
類
型
論
レ
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
も
、
右
の
「
天
皇
制
軍
部
官
僚
国
家
」
と
い
う
下
位
概
念
と
し
て
の
形

態
論
レ
ベ
ル
で
も
、
両
様
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
そ
し
て
、
国
家
権
力
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
た
か
ぎ
り
で
は

な
お
不
明
瞭
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
国
家
」
と
同
義
で
、
国
家
類
型
と
国

　
　
一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

家
形
態
と
の
双
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
、
な
い
し
は
双
方
の
統
一
体
と

　
　
　
　
ヤ
　
　
や

し
て
そ
の
本
質
が
し
め
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
の
ご
と

く
に
も
み
え
る
。
し
か
し
恐
ら
く
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
論
に
よ
っ
て
修

正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
論
点
を
提
示
し
て
お
こ

う
。
1
ω
国
家
類
型
を
基
本
的
に
規
定
す
る
も
の
が
支
配
的
生
産
様
式

・
基
軸
的
搾
取
様
式
、
そ
れ
に
立
脚
す
る
経
済
的
支
配
階
級
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
「
土
台
直
結
主
義
的

　
　
（
1
5
）

な
国
家
論
」
と
の
差
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
差
は
国
家
形
態
概
念
の
導
入
に

よ
っ
て
の
み
生
じ
て
く
る
と
み
て
よ
い
の
か
（
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

で
の
「
経
済
構
造
」
と
「
国
家
機
構
」
と
の
ズ
レ
指
摘
と
差
は
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
）
、
働
ま
た
、
こ
の
国
家
類
型
概
念
は
「
通
例
」
の
規
定
で
あ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
過
渡
的
な
国
家
に
も
妥
当
せ
し
め
う
る
も
の
な
の
か
、
過
渡
性

は
国
家
形
態
の
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
か
、
圖
国
家
類
型
・
国
家
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

・
国
家
権
力
の
そ
れ
ぞ
れ
で
氏
の
い
わ
れ
る
「
本
質
」
、
と
り
わ
け
国
家

形
態
・
国
家
権
力
の
本
質
と
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
、
叫
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ロ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
・
形
態
持
絶
対
主
義
的
と
い
う
ズ
レ
の
把
握
と
、
上
位

概
念
・
下
位
概
念
と
い
う
把
握
と
は
は
た
し
て
整
合
す
る
の
か
、
等
々
。

以
下
、
氏
の
見
解
を
追
い
な
が
ら
随
時
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



　
一
説
　
　
　
　
苑
1

（
1
5
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』

（
1
6
）
　
同
上
、
三
二
頁
。

二

一
〇
頁
。

　
中
村
氏
が
、
さ
き
の
天
皇
制
国
家
論
史
の
再
整
理
を
ふ
ま
え
て
氏
自
身

の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
論
を
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
場
合
、
氏
は
つ
ぎ
の

よ
う
な
「
発
想
の
転
換
」
を
ま
ず
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
論
争
が
戦
略
論
争
か
ら
資
本
主
義
論
争
へ
と
移
動
す
る
に
と
も
な

　
っ
て
、
天
皇
制
研
究
は
現
状
分
析
の
一
環
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史

　
分
析
の
一
環
と
し
て
の
意
義
を
担
う
方
向
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
、
そ
れ

　
は
明
治
維
新
論
と
不
可
分
の
形
で
結
合
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
「
天
皇
制
を
あ
く
ま
で
も
帝
国
主
義
段
階
、
独
占
資
本
主
義
段
階
の
権

　
力
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
を
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
。
本
来
、
　
「
天
皇

制
は
仲
々
う
ま
く
柔
軟
性
を
も
っ
て
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
地
主
と

の
利
益
を
代
表
し
、
そ
の
上
部
と
『
永
続
的
ブ
ロ
ッ
ク
』
を
結
び
つ
つ

も
、
他
方
で
同
時
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
の
独
裁
権
力
の
背
骨
と
な

り
、
そ
の
執
行
権
力
と
な
り
、
し
か
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
の
上
層
部

や
議
会
に
た
い
し
て
す
ら
も
、
独
自
の
、
相
対
的
に
大
な
る
役
割
を
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

ず
る
絶
対
的
な
権
力
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
」
。
そ
れ
が
「
明
治
維
新

期
を
舞
台
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
天
皇
制
は
封
建
社
会
解
体

　
期
の
最
後
の
、
過
渡
的
な
国
家
た
る
半
封
建
的
絶
対
主
義
国
家
と
し
て

　
の
み
規
定
さ
れ
…
…
そ
の
後
の
資
本
主
義
の
発
展
と
構
造
的
変
化
に
も

　
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
封
建
的
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
の
本
質
を
脱

　
却
し
き
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」
。
か
か
る

　
「
歴
史
を
発
生
史
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
一
面
的
拡
大
と

　
そ
の
固
定
化
」
に
対
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
つ
の
発
想
の
転
換
を
お

　
こ
な
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
天
皇
制
国
家
の
基
本
構

　
造
が
確
定
す
る
確
立
期
の
天
皇
制
を
明
治
維
新
の
方
か
ら
見
る
の
で
な

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
く
、
む
し
ろ
逆
の
方
向
か
ら
、
す
な
わ
ち
三
ニ
テ
ー
ゼ
が
対
象
と
し
た

　
よ
う
な
軍
事
的
・
警
察
的
天
皇
制
の
原
型
構
造
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
し

　
て
形
成
・
確
立
H
定
置
し
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
し
て
み
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
天
皇
制
が
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
と
地
主
と
の
利
益
を
代
表
し
そ
の
上
部
と
「
永
続
的
ブ
・
ッ
ク
」
を

結
ん
で
い
る
と
い
う
面
に
お
い
て
類
型
論
レ
ベ
ル
の
把
握
が
し
め
さ
れ
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
の
独
裁
権
力
の
背
骨
・
執
行
権
力
と
し
て
相
対
的
に

独
自
の
大
き
な
役
割
を
は
た
す
絶
対
的
な
権
力
で
あ
る
と
い
う
面
に
お
い



て
形
態
論
レ
ベ
ル
の
把
握
が
し
め
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘
に
も
配

慮
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
「
天
皇
制
権
力
は
地
主
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ブ
ロ
ッ
ク
権
力
だ
っ
た
の

　
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
地
主
勢

　
力
が
政
党
（
た
と
え
ば
政
友
会
）
を
媒
介
に
し
て
直
接
結
合
す
る
と
い

　
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
権
力
の
直
接
的
掌
握
者
た
る
天
皇
制
官
僚
を
媒
介

　
に
し
て
両
者
は
結
び
つ
い
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天

皇
制
官
僚
は
、
高
度
の
相
対
的
独
自
性
を
も
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
利
害

と
地
主
的
利
害
と
を
媒
介
し
、
調
整
し
つ
つ
、
両
階
級
の
意
思
な
り
利

害
を
政
策
な
り
、
法
と
い
う
形
で
官
僚
的
に
修
正
し
て
実
現
し
て
い

駐
）た

」
。
「
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
天
皇
制
国
家
権
力
の
階
級
的
基
礎

a
も
い
う
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
の
問
題
で
あ
る
。
周
知

の
、
こ
と
く
天
皇
制
国
家
権
力
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
に
立

脚
し
、
両
階
級
の
利
益
を
代
表
す
る
権
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

絶
対
主
義
的
天
皇
制
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
な
り
地
主
は
、

権
力
を
直
接
に
掌
握
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
－
…
い
っ
た
い
、
こ

の
天
皇
制
国
家
権
力
の
『
絶
対
的
性
質
』
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
ブ
ロ

ッ
ク
と
は
い
か
な
る
関
連
に
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
ブ
ル
ジ
ョ

　
一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
ー

ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
と
は
い
つ
い
か
な
る
契
機
と
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
天

皇
制
国
家
権
力
の
階
級
的
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
戦
争

・
植
民
地
支
配
↓
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
の
成
立
と
い
う
こ
の

過
程
そ
の
も
の
の
裡
に
、
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
と
絶

　
対
主
義
的
国
家
形
態
の
統
｛
体
と
し
て
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
確
立
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
根
拠
が
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
氏
の
把
握
は
、
統
一
体
と
し
て
の
天

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

皇
制
国
家
（
本
質
H
絶
対
主
義
）
、
そ
の
階
級
的
基
礎
と
し
て
の
ブ
ル
ジ

ャ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

ヨ
ア
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
国
家
類
型
の
本
質
を
規
定
す
る
も
の
（
本
質
一

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
）
、
両
階
級
の
利
害
を
媒
介
し
そ

や
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
や

れ
を
独
自
性
を
も
っ
て
実
現
す
る
天
皇
制
官
僚
（
機
構
）
H
か
か
る
国
家

ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

機
関
の
組
織
形
態
と
し
て
の
国
家
形
態
と
そ
の
本
質
（
口
絶
対
主
義
的
国

策
称
轡
）
、
こ
の
よ
う
に
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
権
力

概
念
の
曖
昧
さ
（
両
階
級
の
利
益
の
代
表
、
両
階
級
を
階
級
的
基
礎
と
す

る
、
と
い
っ
た
国
家
類
型
論
レ
ベ
ル
で
の
権
力
把
握
と
、
他
方
で
の
権
力

を
機
構
に
か
か
わ
ら
し
め
る
形
態
論
レ
ベ
ル
で
の
把
握
）
と
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
や

っ
て
、
か
か
る
類
型
（
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
）
と
形
態

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
絶
対
主
義
的
国
家
形
態
）
の
統
一
体
が
な
に
ゆ
え
絶
対
主
義
的
天
皇
制

ヤ
　
　
ヤ

国
家
で
あ
り
う
る
の
か
、
明
確
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
の
根
抵
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
－

氏
の
「
類
型
」
概
念
に
問
題
が
集
中
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
「
発
生
史
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
」
そ
の
も
の
が

た
だ
ち
に
事
態
の
把
握
を
誤
ま
ら
し
め
る
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
が
た
い

の
で
あ
る
が
（
氏
自
身
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
明
治
維
新
の
方
か
ら
形
成

過
程
↓
確
立
目
定
置
H
崩
壊
へ
の
過
程
を
と
ら
え
え
て
い
る
）
、
逆
に
、

氏
の
「
発
想
の
転
換
」
こ
そ
が
「
過
渡
的
な
国
家
た
る
半
封
建
的
絶
対
主

義
国
家
」
の
そ
の
趣
泌
憐
の
把
握
を
放
棄
せ
し
め
、
　
「
通
例
」
の
国
家
類

型
概
念
を
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
た
ゆ
え
ん
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
氏
の
「
発
想
の
転
換
」
に
も
と
づ
く
あ

ら
た
な
観
点
か
ら
す
る
分
析
を
追
っ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
三
五
一
六
頁
。

　
（
2
）
　
同
上
、
五
六
頁
。

　
（
3
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
象
虫
5
・
近
代
皿
』
六
－
七
頁
。

　
天
皇
制
国
家
の
基
本
構
造
が
確
定
す
る
確
立
期
の
天
皇
制
を
ど
う
み
る

か
、
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
「
天
皇
制
の
確
立
の
仕
方
は
、
同
時
に
天
皇
制
の
崩
壊
の
仕
方
を
規

　
定
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
一
個
の
歴
史
的
生
涯
を
終
え
た
旧
天
皇
制
レ

　
ジ
ュ
ー
ム
の
解
体
の
仕
方
そ
の
も
の
の
中
に
、
実
は
確
立
期
天
皇
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

基
本
的
特
質
が
浮
び
上
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
制
の
確
立
過

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

程
と
崩
壊
過
程
と
は
相
互
に
関
連
し
あ
い
つ
つ
、
両
者
は
い
わ
ば
照
射

“
逆
照
射
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
付
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
観
点

は
、
明
治
維
新
の
方
か
ら
の
み
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
天
皇

制
イ
メ
ー
ジ
の
ゆ
が
み
を
正
す
可
能
性
を
も
つ
の
み
な
ら
ず
、
明
治
維

新
か
ら
八
・
一
五
に
い
た
る
近
代
天
皇
制
の
歴
史
的
展
開
過
程
を
整
合

的
に
把
握
す
る
た
め
の
一
個
の
有
力
な
視
点
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
で
は
、
右
の
観
点
に
立
っ
て
旧
天
皇
制
レ
ジ
ュ
ー
ム
の

崩
壊
期
に
着
目
し
た
と
き
、
旧
天
皇
制
支
配
体
制
は
ど
こ
が
壊
れ
る
と

崩
壊
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
旧
レ
ジ

ュ
ー
ム
崩
壊
の
特
徴
は
、
天
皇
制
軍
隊
の
解
体
（
「
戦
争
機
構
の
解

体
」
）
、
植
民
地
の
喪
失
、
財
閥
解
体
、
農
地
改
革
、
新
憲
法
制
定
、
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
能
喪
失
、
こ
の
六
つ
の
局
面
に
集
約
で
き
る

…
…
。
…
…
逆
に
言
え
ば
、
旧
天
皇
制
レ
ジ
ュ
ー
ム
を
支
え
て
い
た
支

柱
と
し
て
は
、
国
家
論
レ
ベ
ル
で
は
明
治
憲
法
、
天
皇
制
軍
部
官
僚
機

構
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
三
つ
、
経
済
的
下
部
構
造
”
土
台
の
面

で
は
、
旧
植
民
地
、
財
閥
資
本
、
寄
生
地
主
制
、
の
三
構
成
要
素
が
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

定
的
に
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
右
の
六
構
成
要
素
が
形
成

さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
が
一
定
の
構
造
的
関
連
を
も
っ
て
定
着
す
る
と



　
見
ら
れ
る
の
は
日
清
戦
争
後
か
ら
日
露
…
…
戦
争
後
に
か
け
て
の
時
期

　
で
あ
っ
た
」
。
「
こ
の
六
つ
の
構
成
要
因
の
相
互
の
関
連
は
た
ん
な
る
並

　
列
関
係
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
軍
事
機
構
、
軍
部
勢
力
が
他
の
五
つ
の

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
構
成
要
素
を
た
ば
ね
る
結
節
環
、
基
軸
的
要
素
と
な
っ
て
い
た
」
。
「
な

　
か
で
も
と
く
に
重
要
な
の
は
、
軍
部
の
独
自
勢
力
化
を
う
な
が
す
契
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
と
し
て
植
民
地
領
有
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
。
か
く
し
て
コ
八
九
〇

　
年
”
天
皇
制
絶
対
主
義
の
確
立
説
は
、
根
本
的
な
修
正
を
迫
ら
れ
る
は

　
ず
で
あ
る
。
…
…
こ
の
説
の
特
徴
は
、
そ
の
経
済
的
・
階
級
的
な
基
礎

　
に
ひ
き
つ
け
て
整
理
す
れ
ば
、
天
皇
制
の
固
有
の
物
質
的
基
礎
を
半
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
建
的
な
地
主
制
と
見
る
」
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
家
口
政
治
的
上
部
構
造
の
確
立
の
指
標
は
、
本
来
、
　
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

家
論
レ
ベ
ル
」
・
「
土
台
」
レ
ベ
ル
の
「
六
構
成
要
因
」
に
よ
っ
て
直
接

規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
国
家
の
確
立
に
と
っ
て
、
そ
の

実
体
的
基
礎
を
な
す
「
土
台
」
の
定
着
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

分
認
識
し
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
、
そ
の
こ
と
自
体
が
直
接
国
家
の
確
立
を

表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
「
国
家
論
レ
ベ
ル
」
で
の
反
映
H

表
現
と
い
う
媒
介
を
へ
て
こ
そ
指
標
た
り
え
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
さ
き
に
論
点
と
し
て
か
か
げ
て
お
い
た
よ
う
に
、
氏
の
「
国
家
類

型
」
概
念
が
土
台
傾
斜
的
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
氏
の
「
国
家
類

　
　
一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

型
」
と
「
土
台
」
と
の
問
に
は
ズ
レ
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ

と
、
こ
れ
と
氏
の
右
の
把
握
は
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
か
ら
、
　
「
土
台
」
の
定
着
を
も
反
映
す
る
「
国
家
論
」
レ
ベ
ル
の
指
標

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

の
み
に
よ
っ
て
は
直
接
確
立
の
規
定
要
因
と
し
な
い
氏
の
方
法
が
生
じ
て

き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
　
「
近
代
天
皇
制
を

法
的
に
総
括
す
る
国
家
基
本
法
」
た
る
明
治
憲
法
と
、
　
「
そ
れ
以
後
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

家
の
基
本
構
成
を
決
し
た
重
要
な
画
期
」
た
る
明
治
二
十
二
年
の
も
つ
意

味
が
、
や
は
り
う
す
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
三
六
一
七
頁
。

　
（
5
）
　
同
上
、
三
七
頁
。

　
（
6
）
　
同
上
、
三
八
頁
。

　
（
7
）
　
同
上
、
三
七
頁
。

　
以
上
の
主
張
の
う
え
で
、
氏
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
次
の
問
題
1

「
日
清
・
日
露
の
両
戦
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
天
皇
制
国

家
」
の
「
歴
史
的
・
階
級
的
本
質
」
い
か
ん
、
そ
の
「
明
治
憲
法
体
制
成

　
　
　
　
　
（
8
）

立
以
前
の
天
皇
制
」
と
の
差
異
い
か
ん
一
に
む
か
わ
れ
る
。
こ
の
た
め

氏
は
「
視
点
を
か
え
て
、
明
治
維
新
の
方
か
ら
天
皇
制
の
形
成
過
程
を
フ

　
　
（
9
）

オ
ロ
ー
」
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
氏
の
あ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



　
　
一
説

続
い
て
み
よ
う
。

　
（
8
）
・
（
9
）

苑
1

同
上
、
三
九
頁
。

三

　
明
治
維
新
以
降
の
天
皇
制
の
形
成
↓
成
立
↓
確
立
（
さ
ら
に
↓
再
編
↓

移
行
）
の
過
程
に
つ
い
て
、
氏
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
段
階
づ
け
ら
れ
つ

つ
、
そ
の
歴
史
的
本
質
と
性
格
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

一
第
一
期
。
一
八
五
三
（
嘉
永
六
）
年
・
開
国
－
一
八
七
七
（
明
治
一

〔
　
　
　
　
　
　
、
、
、
㌧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
○
）
年
・
西
南
戦
争
口
士
族
反
乱
鎮
圧
目
大
久
保
官
僚
独
裁
成
立
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
治
維
新
期
。
　
「
天
皇
制
絶
対
主
義
の
成
立
過
程
」
（
「
半
封
建
的
絶
対
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
義
国
家
」
類
型
・
半
封
建
的
国
家
形
態
）
日
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
似
、
但
し
「
未
確
立
H
未
定
着
÷
不
安
定
。
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
の

　
特
徴
は
、
軍
事
力
と
飼
政
の
集
中
口
常
備
軍
お
よ
び
官
僚
制
の
創
出
、

　
「
執
行
権
力
の
直
接
的
掌
握
者
」
は
「
土
地
所
有
と
一
定
程
度
切
断
さ

　
れ
た
官
僚
（
H
統
治
集
団
）
」
で
あ
っ
て
「
経
済
的
支
配
階
級
が
即
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
治
的
支
配
、
階
級
」
で
な
い
こ
と
、
議
会
を
通
ず
る
国
民
の
国
政
参
加
の

　
拒
否
、
経
済
的
支
配
階
級
な
い
し
基
本
的
生
産
関
係
は
「
編
成
替
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
た
領
主
的
土
地
所
有
」
に
あ
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

の
「
天
皇
を
絶
対
的
な
存
在
と
し
、
中
央
集
権
的
国
家
機
構
を
も
ち
、

人
民
を
政
治
的
無
権
利
状
態
に
縛
り
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
（
議
会
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

開
い
て
い
な
い
）
、
絶
対
専
制
的
な
国
家
権
力
」
。
「
封
建
的
領
有
制
」
の

基
本
要
因
た
る
「
兵
農
分
離
・
石
高
制
・
鎖
国
」
の
、
秩
禄
処
分
・
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

租
改
正
・
開
国
に
よ
る
「
最
終
的
解
体
」
、
そ
れ
ま
で
「
国
家
的
領
有

制
が
維
新
政
権
の
最
も
毒
な
階
級
的
基
嘩
か
く
し
て
・
「
個
別
領

有
権
を
否
定
し
、
中
央
集
権
的
国
家
統
一
を
な
し
と
げ
た
」
画
期
と
し

て
の
廃
藩
置
県
と
、
領
主
的
土
地
所
有
未
廃
棄
（
地
租
改
正
未
完
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
よ
る
「
国
家
的
領
有
制
と
私
的
土
地
所
有
と
の
間
の
対
抗
力
矛
盾
」
。

内
部
に
お
け
る
農
民
闘
争
と
対
外
的
「
万
国
対
峙
」
、
内
外
情
勢
対
応

の
「
急
速
奮
己
艶
」
の
促
迫
・

（
1
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
四
丁
四
三
－
四
頁
。

（
2
）
　
同
上
、
四
一
頁
。

（
3
）
　
同
上
、
四
四
・
四
七
各
員
、
な
お
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
5

　
・
近
代
H
』
四
頁
。

（
4
）
　
同
上
、
四
一
・
四
四
・
四
七
各
頁
。

（
5
）
　
こ
う
し
た
把
握
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
家
史
の
方
法

　
を
め
ぐ
っ
て
（
近
・
現
代
）
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
『
現
代
歴
史
学
の

　
成
果
と
課
題
』
1
歴
史
理
論
・
科
学
運
動
、
青
木
書
店
、
一
九
七
四



年
）
五
四
－
五
頁
、
拙
著
『
社
会
構
成
体
移
行
論
序
説
』
未
来
社
、

一
九
六
九
年
、
一
〇
〇
1
五
頁
参
照
。
本
稿
で
は
直
接
こ
れ
に
は
立

入
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
把
握
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ブ
ル
ジ
ョ

ア
国
家
に
お
い
て
さ
え
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
政
治
的
支
配
階
級
で
な

い
非
「
通
例
」
の
国
家
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

飢
渇
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
三
九
－
四
〇
頁
。

同
上
、
四
七
頁
。

同
上
、
四
二
－
三
頁
。

同
上
、
四
七
頁
。

同
上
、
四
三
頁
。
こ
の
点
、
前
節
末
尾
で
指
摘
し
た
と
同
様
の

　
論
点
が
存
在
す
る
。

（
1
1
）
　
同
上
、
四
四
頁
。

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

一一

謫
�
冝
B
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
．
民
権
運
動
高
揚
－
一
八

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
（
箆
）

　
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
・
帝
国
議
会
開
設
、
　
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
か

　
ら
「
日
本
型
絶
対
主
義
」
H
「
絶
対
主
義
的
天
皇
制
」
へ
の
移
行
口
形

　
　
　
（
1
3
）

　
成
↓
成
立
。
　
「
国
内
の
人
民
闘
争
の
高
揚
と
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
緊
迫
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
（
員
）

　
と
に
」
よ
る
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
形
態
維
持
不
能
、
　
「
起
死
回
生
」

　
の
「
権
力
的
対
応
」
と
し
て
の
領
主
的
土
地
所
有
の
切
り
捨
て
H
暴
力

　
　
一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

的
原
書
の
強
行
・
立
憲
制
的
粉
飾
に
よ
る
「
絶
対
主
義
権
力
と
し
て
の

劃
」
「
死
養
一
羅
対
主
義
的
国
家
馨
」
「
構
築
」
の
暴
灘
・

か
く
し
て
、
古
典
的
絶
対
主
義
と
の
相
違
は
、
領
主
的
土
地
所
有
の
廃

棄
口
過
渡
的
土
地
所
有
た
る
半
封
建
的
地
主
的
土
地
所
有
の
異
常
成
長

目
頑
強
な
存
続
と
、
そ
れ
な
り
の
立
憲
制
導
入
H
君
権
へ
の
限
定
的
制

　
　
　
　
（
1
7
）

限
に
お
か
れ
る
。
か
か
る
、
半
封
建
的
国
家
類
型
か
ら
資
本
制
国
家
類

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

型
へ
の
過
渡
的
類
型
・
絶
対
主
義
的
国
家
形
態
。

（
1
2
）
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
四
四
－
五
頁
。
同

　
『
近
代
皿
』
三
頁
。

（
1
3
）
　
同
上
、
四
一
・
四
四
・
四
八
各
員
。
明
治
一
〇
年
に
お
け
る
こ

　
の
「
移
行
」
が
果
し
て
か
か
る
国
家
の
性
格
変
化
で
あ
っ
た
の
か
ど

　
う
か
、
第
一
期
の
そ
れ
が
や
は
り
「
日
本
型
絶
対
主
義
」
な
の
で
は

　
な
く
「
古
典
的
絶
対
主
義
」
的
で
あ
り
え
た
の
か
ど
う
か
、
乙
の
点

　
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
「
下
か
ら
の
」
地
主
制
形
成
・
「
上
か
ら

　
の
」
資
本
制
移
殖
を
基
底
に
お
い
た
各
階
級
・
階
層
の
複
雑
な
対
抗

　
と
模
索
の
過
程
に
よ
っ
て
再
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
1
4
）
　
同
上
、
四
七
頁
。

（
1
5
）
　
同
上
、
四
七
－
八
頁
。

（
1
6
）
　
同
上
、
四
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



　
－
説
　
　
　
　
苑
一

（
1
7
）
　
同
上
、
四
八
頁
。

（
1
8
）
　
同
上
、
六
一
一
二
頁
の
注
（
9
）
参
照
。
こ
の
把
握
は
当
然
間

　
題
と
な
る
が
、
第
三
期
を
対
象
と
し
て
後
述
す
る
。
ま
た
、
お
よ
そ

　
「
過
渡
的
類
型
」
な
る
も
の
が
存
立
し
う
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ

　
る
。

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

三
　
第
三
期
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
・
絶
対
主
義
的
天
皇
制
成
立

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
（
1
9
）

　
一
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
・
韓
国
併
合
、
「
実
態
的
基
礎
」
の

「
獲
得
」
に
よ
る
「
絶
対
主
義
的
蚕
制
」
の
壷
一
近
代
天
皇
制
国

　
　
　
　
（
2
1
）

　
家
の
確
立
、
八
・
一
五
解
体
旧
レ
ジ
ュ
ー
ム
の
原
型
構
造
具
備
（
「
戦

　
前
日
本
社
会
に
お
け
る
支
配
体
制
の
主
要
な
三
つ
の
構
成
要
素
と
も
い

　
う
べ
き
天
皇
制
・
資
本
主
義
・
地
主
制
」
が
「
一
定
の
構
造
的
関
連
を

　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）

　
も
っ
て
定
置
h
確
立
」
）
。
「
天
皇
制
軍
部
官
僚
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
地
主
階
級
の
三
者
の
『
永
続
的
」
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
完
成
と
、
そ
の
「
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

　
一
の
環
」
と
し
て
の
「
官
僚
・
財
閥
ブ
ロ
ッ
ク
」
、
「
第
二
の
環
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
て
の
「
官
僚
・
地
主
ブ
ロ
ッ
ク
」
、
「
国
家
資
本
の
巨
大
化
、
軍
事
的
・

　
官
僚
的
諸
機
関
の
肥
大
化
」
の
進
行
に
よ
る
「
天
皇
制
軍
部
官
僚
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

　
対
的
独
自
性
」
の
強
化
と
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
政
党
の
確
立
」
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艶
）

　
び
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
組
織
体
目
・
ハ
イ
プ
」
の
設
立
。
か
く
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

「
資
本
制
生
産
様
式
を
支
配
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
と
す
る
資
本
制
国
家
月
帝

　
　
　
　
（
鴻
）
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

国
主
義
国
家
」
類
型
口
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
」
類
型
（
H
「
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
」
）
と
し
て
の
本
質
と
、
絶
対
主
義
的

　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
（
3
1
）

国
家
形
態
H
「
絶
対
主
義
的
本
質
を
も
つ
」
国
家
機
構
。
こ
こ
に
お
け

る
、
　
「
絶
対
主
義
時
代
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
軍
部
・
官
僚
機
構
」
の

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
よ
っ
て
は
破
砕
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
帝
国
主
義

時
代
に
ま
で
引
継
が
れ
、
補
強
さ
れ
、
整
備
さ
れ
て
、
国
家
機
構
の
中

枢
部
分
を
形
づ
く
っ
て
い
く
必
然
性
」
と
わ
が
国
で
の
不
可
避
性
、

「
国
家
類
型
と
し
て
は
、
特
殊
後
進
国
的
構
成
を
も
つ
帝
国
主
義
国
家

　
　
　
　
　
　
　
一
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

で
あ
り
な
が
ら
、
機
構
が
絶
対
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
の
ズ
レ
」
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

か
も
、
　
「
国
家
権
力
の
実
体
的
概
念
こ
そ
が
国
家
機
構
」
ゆ
え
、
こ
の

「
絶
対
主
義
的
国
家
機
構
を
直
接
に
掌
握
し
て
い
る
権
力
の
本
質
も
、

絶
対
主
義
権
力
と
規
定
す
る
以
外
に
な
い
」
目
「
国
家
の
歴
史
的
・
階

級
的
本
質
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
樒
九

ー
ー
l
I
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馴
）

口
国
劇
機
構
は
絶
対
主
義
的
本
質
を
も
つ
」
。
「
後
進
資
本
主
義
国
と
し

て
の
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
」
　
（
た
だ
し
「
決
し
て
固
定
的
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

静
止
的
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
」
）
と
「
国
際
的
契
機
（
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
戦
争
と
植
民
地
支
配
）
」
に
よ
る
「
こ
の
対
立
的
二
契
機
の
統
一
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艀
）

と
し
て
」
の
「
絶
対
主
義
的
天
皇
制
」
の
維
持
、
そ
こ
に
お
け
る
絶
え



ざ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
暴
力
的
支
配
の
強
化
↓
階
級
対
立
の
先
鋭

　
化
↓
「
永
続
的
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
「
対
立
激
化
」
↓
「
政
府
危
機
」
、
「
一
九

　
二
〇
年
代
の
独
占
資
本
主
義
の
本
格
的
確
立
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義

　
運
動
の
高
揚
に
直
面
」
し
た
コ
定
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
再
編
」
↓
「
基
本

　
的
に
は
絶
対
主
義
権
力
と
し
て
の
本
質
を
維
持
し
た
ま
ま
一
九
三
〇
年

　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

　
代
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
」
へ
。
か
く
し
て
一

嘲
第
四
期
。
第
一
次
大
戦
一
昭
和
恐
慌
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の
動
揺

〔

重
極

萄
　
第
五
期
。
　
「
満
州
事
変
」
1
敗
戦
、
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
ヘ
の
移
行

〔　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
・
確
立
・
崩
壊
。

　
（
1
9
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
四
一
頁
、
な
お
同

　
　
『
近
代
H
』
六
頁
。

　
（
2
0
）
　
同
上
、
四
一
頁
。

　
（
2
1
）
人
2
2
）
　
前
掲
『
近
代
H
』
六
頁
。

　
　
　
　
同
上
、
二
八
頁
。

ハ　パ　ハ　ハ　　27　26　25　24　23
）　）　）　）　）

同同同同同
上上・上上上
、　　、　　、　　、　　「

三
八
頁
、
な
お
二
九
頁
。

三
四
二
二
八
各
頁
。

三
八
・
四
一
一
五
四
頁
。

五
五
頁
以
下
。

一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

（
2
8
）
同
上

（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（　　（
38　　37　　36　　35　　34　　33　　32　　31　　30　　29

）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

（
3
9
）
・
（
⑳
）

　
で
は
展
開
さ
れ
て
い
な
蔦

　
　
、
六
〇
頁
以
下
。

前
掲
『
近
代
1
』
四
八
－
九
頁
。

前
掲
『
近
代
H
』
四
・
三
八
各
頁
。

前
掲
『
近
代
1
』
四
九
頁
、
　
『
近
代
H
』
四
頁
。

同
上
『
近
代
1
』
五
〇
頁
。

同
上
、
五
三
頁
。
な
お
前
掲
拙
著
一
一
〇
頁
。

同
上
、
五
三
一
四
頁
。

前
掲
『
近
代
皿
』
四
頁
。

同
上
、
五
頁
。

同
上
、
四
頁
。

前
掲
『
近
代
1
』
五
八
頁
。

　
　
　
前
掲
『
近
代
H
』
三
頁
。
こ
の
期
に
つ
い
て
は
同
上
書

　
　
　
　
　
　
　
、
　
O

　
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
右
の
段
階
区
分
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
第
二
期
お
よ
び
第
三
期
、
と
り
わ
け
第
三
期
に
か
か
わ
っ
て
特
徴

的
．
に
あ
ら
わ
れ
る
氏
の
「
国
家
類
型
」
お
よ
び
「
国
家
形
態
」
と
い
う
概

念
の
把
握
で
あ
る
。

　
右
の
引
用
か
ら
も
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
氏
に
あ
っ
て
は
、
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



　
　
　
1
説
　
　
　
　
苑
－

　
一
体
と
し
て
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
に
関
し
て
、
国
家
類
型
の
本
質
（
資

本
制
国
家
け
帝
国
主
義
国
家
）
H
経
済
的
支
配
階
級
の
本
質
と
、
国
家
形

し　
態
の
本
質
（
絶
対
主
義
）
口
国
家
機
構
の
本
質
H
国
家
権
力
の
本
質
日
欧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

治
的
支
配
階
級
の
本
質
と
、
こ
の
両
者
の
間
の
ズ
レ
が
問
題
と
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
、
こ
の
場
合
、
氏
に
あ
っ
て
は
国
家
権
力
は
統
一
体
な
の
で
は
な

く
、
二
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
概
念
上
の
曖
昧
さ
を
ふ
く
み
つ
つ
も
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

直
接
的
掌
握
者
と
ひ
き
つ
け
て
と
ら
え
ら
れ
（
三
の
一
冒
頭
）
、
そ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

体
H
国
家
機
構
（
↓
国
家
形
態
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
か
ら
（
三
の
二
、
な
お
一
の
一
野
呂
口
猪
俣
論
争
、
一
の
三
服
部
説
の
整

　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

理
）
、
権
力
料
国
家
形
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
力
日
国
家
形
態
を
階
級
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
）

基
礎
↓
国
家
類
型
が
支
え
て
い
る
（
？
）
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ

　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
の
ズ
レ
の
必
然
性
の
理
論
的
根
拠
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
発
言
に
依
拠
し
た
絶

対
主
義
的
軍
部
・
官
僚
機
構
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
で
の
非
破
砕
・
継
承
・

強
化
・
整
備
に
の
み
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
が
注
意
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
点
が
も
し
一
般
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
ら

ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
類
型
に
お
け
る
国
家
形
態
が
す
べ
て
絶
対
主
義
的

　
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
何
よ
り
も
問
題
で
あ
る

　
の
は
前
者
の
点
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
国
家
意
思
概
念
を
投
入
し
た
氏
の

　
「
類
型
」
・
「
形
態
」
概
念
を
も
聞
き
つ
つ
、
少
し
く
こ
の
点
に
た
ち
い
っ

一
六
八

て
み
よ
う
。

　
（
4
1
）
　
こ
の
点
、
　
一
の
末
尾
・
二
の
冒
頭
部
分
で
示
し
た
氏
の
権
力
概

　
　
念
把
握
へ
の
私
の
類
推
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
（
4
2
）
　
二
冒
頭
の
氏
の
把
握
に
よ
る
。

四

　
中
村
氏
は
「
〈
国
家
類
型
V
と
く
国
家
形
態
V
を
国
家
意
思
論
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
位
置
づ
け
な
お
す
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る
。　

　
「
〈
国
家
形
態
〉
と
は
、
国
家
意
思
決
定
・
強
制
の
ア
パ
ラ
ー
ト
と

　
し
て
の
国
家
機
構
・
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
決
定
・

強
制
の
原
理
で
あ
る
．
〈
国
家
類
型
V
と
は
、
国
家
意
思
の
内
容
と
形

　
式
を
究
極
的
に
規
定
す
る
規
定
要
因
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
階
級
国
家

　
に
お
い
て
は
、
国
家
意
思
は
、
究
極
的
に
は
経
済
的
支
配
階
級
の
階
級

意
思
が
〈
国
家
形
態
〉
を
通
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
的
意
思
と
し
て
た

　
ち
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
－
・
近
代
天
皇
制
国
家
に
お
い

　
て
は
、
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家
類
型
を
と
っ
て
い
た
た
め
に
、

経
済
的
支
配
階
級
の
階
級
意
思
は
、
三
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ



た
。
第
一
は
、
国
家
資
本
を
頂
点
と
し
、
国
家
の
保
護
の
有
無
．
厚
薄

を
序
列
構
成
原
理
と
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
の
重
層
的
序
列
構
成
を
反
映

し
て
、
日
本
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
意
思
は
、
官
僚
に
領
導
さ
れ
、
財
閥

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
意
思
を
頂
点
と
す
る
重
層
的
序
列
構
成
を
と
っ
た

か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
本
資
本
主
義
が
半

封
建
的
な
地
主
制
を
自
己
の
再
生
産
の
一
環
に
組
み
込
ん
で
確
立
し
た

こ
と
を
反
映
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
政
治
的
に
も
地
主
勢
力
と
階

級
同
盟
を
む
す
ぱ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
…
…
と
は
い
え
両
者
は
異
質

の
生
産
関
係
に
立
脚
し
て
い
た
以
上
、
他
面
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
内
部

対
立
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
両
階
級
の
階
級
意

思
の
調
整
機
能
が
官
僚
の
独
自
の
役
割
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
．

：
さ
ら
に
明
治
憲
法
に
よ
っ
て
基
本
的
枠
組
を
あ
た
え
ら
れ
た
絶
対
主

義
的
国
家
形
態
を
暴
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
歴
史
的
前
提
と
し
て
、
こ

れ
を
受
取
り
、
そ
の
枠
内
で
み
ず
か
ら
の
階
級
意
思
を
国
家
意
思
に
反

映
さ
せ
る
途
を
え
ら
ん
矧
。
－
…
経
済
的
支
配
階
級
の
こ
の
よ
う
な
階

級
意
思
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
天
皇
制
官
僚
の
相
対
的
独
自
性
を
い

っ
そ
う
強
固
に
し
、
ひ
い
て
は
絶
対
主
義
的
国
家
形
態
の
存
続
．
強
化

を
必
至
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
官
僚
の
高
度
な
相
対
的
独
自

性
に
内
実
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
（
特
徴
的
国
療
形
態
の
確
立
）
は
、
国

　
－
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

家
資
本
・
国
家
財
政
に
主
導
さ
れ
た
軍
事
的
半
封
建
的
資
本
主
義
国
家

類
型
を
再
生
産
す
る
逆
規
定
要
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、

日
本
資
本
主
義
は
、
後
進
資
本
主
義
で
あ
る
が
故
に
、
経
済
諸
力
を
代

位
す
る
と
こ
ろ
の
軍
事
力
に
依
存
し
て
そ
の
発
展
を
と
げ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
（
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
日
本
資
本
主
義
の
軍
事
的
型
制
を

強
化
す
る
要
因
と
な
る
）
。
さ
ら
に
、
地
主
制
を
そ
ρ
一
環
に
組
み
込
ん

で
い
た
た
め
に
、
そ
の
矛
盾
解
決
を
侵
略
戦
争
に
も
と
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
（
〈
国
家
類
型
V
論
レ
ベ
ル
に
お
け
る
侵
略
戦
争
の
必
然
性
）
。

こ
の
こ
と
は
、
経
済
的
支
配
階
級
の
階
級
意
思
の
内
容
そ
の
も
の
の
序

列
の
な
か
で
、
侵
略
戦
争
が
き
わ
め
て
重
大
な
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
階
級
意
思
の
あ
り
方
は
、
〈
国
家
形
態

V
を
通
じ
て
高
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
国
家
意
思
の
序
列
の
な
か
で
侵
略

戦
争
H
軍
事
的
形
態
を
と
っ
た
対
外
的
国
家
意
思
を
、
き
わ
め
て
重
大

な
位
置
に
置
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
家
機
構
内
部
の
軍
事
担
当
機
関
と

そ
の
担
い
手
の
比
重
を
高
く
し
、
そ
の
異
常
な
肥
大
化
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
…
…
軍
事
官
僚
を
、
一
個
の
独
自
な
政
治
勢
力

（
軍
部
）
化
さ
せ
る
重
要
な
規
定
要
因
と
な
っ
た
。
ま
た
…
・
：
そ
の
高

度
な
相
対
的
独
自
性
を
維
持
・
強
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て

：
－
〔
こ
の
〕
〈
国
家
形
態
V
上
の
特
徴
は
、
侵
略
戦
争
へ
の
衝
動
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



　
1
説
　
　
　
　
苑
一

強
め
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
〈
国
家
類
型
V
に
お
け
る
軍
事
的
型
制
を
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

持
・
強
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
〈
国
家
類
型
V
へ
の
反
作
用
）
」
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
経
済
的
支
配
階
級
の
階
級
意
思
肘
国
家
類
型
↓
国
家

形
態
（
け
国
家
機
構
H
国
家
権
力
）
↓
国
家
意
思
と
い
う
把
握
を
前
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ヘ
の
補
充
と
し
て
み
て
お
い
た
う
え
で
（
ズ
レ
の
根
拠
は
な
お
明
確
で

は
な
い
）
、
「
国
家
類
型
」
・
「
国
家
形
態
」
の
概
念
を
検
討
し
て
み
る
。

（
1
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
5
・
近
代
皿
』
八
三
頁
。

（
2
）
　
同
上
、
八
三
－
五
頁
。

　
氏
が
こ
の
概
念
を
分
析
の
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

く
参
照
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
に
お
い
て
は
、

ま
ず
、
　
「
い
か
な
る
階
級
的
社
会
目
経
済
構
成
体
の
諸
条
件
の
も
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
さ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

も
、
国
家
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
基
本
的
生
産
手
段
の
所
有
者
の
政
治

、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
I
I
－
i
1
1

的
組
織
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
。
「
国
家
概
念
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て

あ
ら
わ
れ
、
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
て
く
る
の
は
、
所
与
の
所
有
形
態
の
実

現
の
外
的
諸
条
件
を
維
持
し
、
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生
産
手
段
の

所
有
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
社
会
的
権
力
の
政
治
的
組
織
と
し
て
の
国

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
ト

家
の
特
徴
で
あ
る
」
と
し
、
国
家
は
「
通
例
、
も
っ
と
も
勢
力
の
あ
る
、

経
済
的
に
支
配
す
る
階
級
の
国
家
で
あ
る
。
こ
の
階
級
は
、
国
家
を
用
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇

と
し
て
政
治
的
に
も
支
配
す
る
階
級
と
な
り
、
こ
う
し
て
、
被
抑
圧
階
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
抑
圧
し
搾
取
す
る
た
め
の
新
し
い
手
段
を
手
に
い
れ
る
」
と
い
う
有
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

な
言
葉
を
引
用
し
た
の
ち
、
国
家
の
一
般
的
規
定
と
し
て
、
「
国
家
と
は
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

歴
史
的
に
経
過
的
な
、
社
会
か
ら
分
離
さ
れ
な
が
ら
社
会
の
経
済
体
制
に

ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
や

よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
主
権
的
・
公
的
権
力
の
階
級
的
政
治
組
織
で
あ
っ

ヤ
　
　
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ゐ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

て
、
基
本
的
生
産
手
段
所
有
者
の
共
通
利
益
を
保
障
し
擁
護
す
る
も
の
で

（
7
）

あ
る
」
と
し
つ
つ
、
国
家
の
「
類
型
」
∴
形
態
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な

規
定
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
　
「
国
家
の
類
型
は
、
そ
の
国
家
が
ど
の
よ
う
な
経
済
的
土
台
を
擁
護

　
し
、
ど
の
よ
う
な
支
配
階
級
の
利
益
に
奉
仕
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い

　
る
。
こ
の
も
っ
と
も
重
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
プ
リ
ズ
ム
を
と
お
し
て
考

　
察
さ
れ
る
国
家
は
、
階
級
的
規
定
性
を
も
っ
て
お
り
、
通
例
、
経
済

　
的
に
支
配
す
る
階
級
の
独
裁
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
…
…
形
態
の
多
様

　
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
す
べ
て
の
国
家
は
、
同
一
の
歴
史

　
的
類
型
の
国
家
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
も
が
」
特
定
の
支
配
「
階
級
の
独
裁
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。
「
し
た

が
っ
て
、
国
家
の
類
型
と
は
、
経
済
的
基
礎
の
共
通
性
、
階
級
的
本
質

お
よ
び
組
織
の
基
本
原
則
の
共
通
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
同
一
の
社

会
口
経
済
構
成
体
の
す
べ
て
の
国
家
の
根
本
的
特
徴
の
統
一
性
を
表
現



す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」
。
そ
れ
が
「
究
極
的
に
は
そ
の
経
済
的
基
礎

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
国
家
の
本
質
お
よ
び
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
特

徴
を
反
映
す
る
科
学
的
概
念
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国

家
の
内
容
お
よ
び
社
会
体
制
の
経
済
的
基
礎
の
み
な
ら
ず
政
治
的
基
礎

に
よ
っ
て
も
最
終
的
に
規
定
さ
れ
る
国
家
の
特
徴
を
反
映
す
る
科
学
的

概
念
を
示
す
た
め
に
は
『
国
家
の
類
』
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
一
の
歴
史
的
類
型
の
枠
内
で
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
こ

の
類
型
に
属
す
る
同
一
の
類
の
枠
内
で
国
家
は
種
的
相
違
に
も
と
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
う
る
」
。

　
「
国
家
の
あ
れ
こ
れ
の
変
種
の
特
殊
性
を
確
定
す
る
の
を
可
能
に
す

る
標
識
と
な
る
の
は
、
国
家
の
編
成
を
あ
ら
わ
す
そ
れ
ら
の
形
態
で
あ

る
。
あ
れ
こ
れ
の
形
態
の
本
質
的
特
徴
を
、
一
定
の
歴
史
的
発
展
段
階

で
形
成
さ
れ
た
生
産
関
係
の
性
格
を
捨
象
し
て
理
解
し
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
経
済
体
制
は
、
全
上
部
構
造

を
全
体
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
家
の
形
態
に
つ
い
て

　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ゐ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

は
、
そ
の
内
容
を
と
お
し
て
屈
折
し
つ
つ
、
究
極
的
に
の
み
こ
れ
を
特

徴
づ
け
る
。
生
産
関
係
の
分
析
は
、
し
た
が
っ
て
基
本
的
な
諸
原
則
を
明

ら
か
に
は
す
る
が
、
国
家
権
力
の
あ
る
一
定
の
組
織
の
特
殊
性
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
類
型
の
国
家
に
せ
よ
、
そ
の
一
定
の

　
－
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

具
体
的
形
態
の
特
殊
性
を
条
件
づ
け
る
諸
要
因
の
う
ち
第
一
義
的
意
義

を
も
つ
の
は
、
階
級
諸
勢
力
の
相
互
関
係
、
諸
階
級
の
闘
争
で
あ
る
。

こ
の
闘
争
の
結
果
は
、
国
家
権
力
の
組
織
、
そ
の
活
動
の
方
法
に
表
現

さ
れ
る
。
…
…
国
家
と
社
会
の
政
治
的
組
織
の
そ
の
他
の
諸
部
分
と
の

相
互
関
連
お
よ
び
相
互
依
存
関
係
も
、
国
家
の
形
態
の
特
殊
性
を
規
定

す
る
。
文
化
水
準
や
あ
れ
こ
れ
の
国
の
歴
史
的
発
展
の
結
果
形
成
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
伝
統
も
、
国
家
の
形
態
に
一
定
の
影
響
力
を
あ
た
え
る
」
。
「
い
か
な

る
歴
史
的
類
型
の
国
家
を
研
究
す
る
ば
あ
い
に
も
、
ま
さ
に
政
治
レ
ジ

ー
ム
こ
そ
が
、
あ
れ
こ
れ
の
具
体
的
国
家
の
階
級
的
内
容
を
現
わ
し
、

国
家
権
力
組
織
の
特
徴
的
な
基
本
的
輪
郭
、
国
家
権
力
組
織
の
特
有
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

性
質
と
活
動
方
法
を
明
る
み
に
だ
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
皿
）

の
国
家
の
形
態
の
主
要
な
内
的
な
側
面
で
あ
る
」
。

　
「
国
家
の
形
態
は
、
政
治
レ
ジ
ー
ム
、
統
治
形
態
お
よ
び
国
家
的
銃

刑
の
組
織
形
態
か
ら
形
成
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
般
的

概
念
は
、
基
本
的
構
成
モ
メ
ン
ト
と
し
て
こ
の
三
つ
の
不
可
欠
の
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
ふ
く
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
そ
れ
は
、
国
家
諸
機
関
の
構

成
方
式
、
そ
の
構
造
、
と
く
に
国
家
の
最
高
諸
機
関
の
構
造
、
そ
れ
ら

の
相
互
関
係
、
と
く
に
中
央
機
関
と
国
家
の
構
成
部
分
諸
機
関
お
よ
び

地
方
機
関
と
の
相
互
関
係
、
な
ら
び
に
社
会
の
指
導
に
か
ん
す
る
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



　
－
説
　
　
　
　
苑
1

　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
活
動
方
法
で
あ
る
」
。

（
3
）
　
ソ
連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
・
法
研
究
所
『
マ
ル
ク
ス
・
レ

　
ー
ニ
ン
主
義
国
家
・
法
の
一
般
理
論
』
上
、
藤
田
勇
監
訳
、
日
本
評

　
論
社
、
　
一
九
七
三
年
。

　　　　 　　ハ　　　 　　　　　　　　 ハ　 ハ　 　

1413121110987　 654））））））））巻）））
　　　　　　　　、

キ
エ

同
上
、
二
〇
七
頁
。

同
上
、
二
〇
八
頁
。

同
上
、
二
〇
八
頁
、

一
七
〇
一
一
頁
。

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

同
上
、

ぺ
・
イ

フ
、
　
一
九
五
九
年
、

マ
ル
ク
ス
H
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
、
第
二
一

二
一
六
頁
。

一
二
一
七
頁
。

二
二
八
頁
。

二
三
三
頁
。

二
三
四
－
五
頁
。

二
三
六
頁
。

二
四
〇
頁
。

エ
・
ネ
ド
バ
ー
イ
ロ

　
　
　
　
四
〇
頁

『
国
家
・
法
の
理
論
の
基
礎
』
、

（
同
上
、
二
四
〇
頁
）
。

右
の
引
用
の
か
ぎ
り
、
中
村
氏
の
「
国
家
類
型
」
　
「
国
家
形
態
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

概
念
は
、
ソ
連
邦
の
『
一
般
理
論
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
通
常
の
理
解

と
と
く
に
差
が
あ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
に
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
中
村
氏
の
把
握
に
（
そ
し
て
『
一

般
理
論
』
の
把
握
に
も
）
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
「
通
例
」
の
国
家
と
、
非
「
通
例
」
の
過
渡

的
国
家
の
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
中
村
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場

合
、
　
「
通
例
」
の
国
家
と
は
経
済
的
支
配
階
級
の
国
家
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
国
家
類
型
の
本
質
H
経
済
的
支
配
階
級
H
政
治
的
支
配
階
級
H
国

家
形
態
の
本
質
で
あ
る
よ
う
な
国
家
で
あ
る
。
他
方
、
非
「
通
例
」
の
過

渡
的
国
家
と
は
、
国
家
類
型
の
本
質
口
経
済
的
支
配
階
級
非
政
治
的
支
配

階
級
H
国
家
形
態
の
本
質
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中

村
氏
に
あ
っ
て
は
、
「
通
例
」
・
非
「
通
例
」
を
問
わ
ず
、
経
済
的
支
配
階

級
の
国
家
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
通
例
、
も
っ
と
も
勢

力
の
あ
る
、
経
済
的
に
支
配
す
る
階
級
の
国
家
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
非
「
通
例
」
の
国
家
は
経
済
構
造
に
お
け
る
経
済
的
支
配
階
級
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

家
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
経
済
的
支
配
階
級
が

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

国
家
類
型
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
の
で
あ

る
。
　
「
通
例
」
の
国
家
が
経
済
的
支
配
階
級
月
政
治
的
支
配
階
級
の
国
家

で
あ
り
、
非
「
通
例
」
の
国
家
が
経
済
的
支
配
階
級
と
イ
ク
オ
ー
ル
で
な



い
政
治
的
支
配
階
級
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
し
め
す
の
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
「
通
例
」
・
非
「
通
例
」
を
通
ず
る
国
家
類
型
の
一
般
的
規
定
の

た
め
に
は
、
政
治
的
支
配
階
級
を
こ
そ
媒
介
に
入
れ
た
一
般
的
理
解
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
政
治
的
支
配
階
級
の
媒

介
を
ぬ
き
に
し
た
一
般
的
類
型
規
定
（
つ
ね
に
類
型
H
経
済
的
支
配
階

級
）
の
み
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
非
「
通
例
」
の
国
家
（
類
型
零
経
済

的
支
配
階
級
）
を
あ
や
ま
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

氏
に
あ
っ
て
は
、
つ
ね
に
経
済
的
支
配
階
級
H
「
国
家
類
型
の
本
質
」
と

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

し
て
、
そ
こ
に
は
ズ
レ
が
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
非
「
通
例
」
性
・

過
渡
性
は
こ
の
「
類
型
」
と
い
う
場
に
お
い
て
は
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は

　
　
　
ヤ
　
　
や

な
い
。
ズ
レ
は
、
国
家
類
型
と
国
家
形
態
と
の
問
に
の
み
存
在
し
、
非

「
通
例
」
の
過
渡
期
の
国
家
を
、
国
家
形
態
と
国
家
類
型
（
H
土
台
）
の

ヤ
　
　
ヤ

ズ
レ
た
国
家
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
氏
の
批
判
さ

れ
た
土
台
直
結
の
国
家
（
類
型
）
把
握
と
軌
を
一
に
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
第
二
は
、
「
上
位
」
・
「
下
位
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
国
家
類
型
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

・
「
国
家
形
態
」
と
の
間
に
、
そ
も
そ
も
本
質
の
差
、
ズ
レ
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
国
家
類
型
」
と
は
、

　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
や

ま
さ
に
そ
れ
に
属
す
る
「
国
家
形
態
」
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
根

　
　
－
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

本
的
特
徴
の
統
一
性
を
表
現
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
り
、
「
国
家
形
態
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

と
は
、
そ
の
「
国
家
類
型
」
の
枠
内
の
「
あ
れ
こ
れ
の
変
種
の
特
殊
性
」

・
「
具
体
的
形
態
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家

〔
類
型
〕
に
属
す
る
下
位
概
念
と
し
て
の
絶
対
主
義
国
家
〔
形
態
〕
な
ど

と
い
う
も
の
は
あ
り
う
る
は
ず
は
な
く
、
絶
対
主
義
国
家
〔
形
態
〕
は
、

封
建
国
家
〔
類
型
〕
に
こ
そ
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
本
質
的

　
ヤ
　
　
　
や

な
ズ
レ
は
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
氏
が
国
家
類
型
と
国
家
形
態
H
国
家
権
力
と
の
間
の
本
質

　
　
ヤ
　
　
ヤ

上
の
ズ
レ
を
指
摘
さ
れ
た
の
と
ち
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
家
形
態
は

国
家
類
型
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
概
念
（
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
下
位
概
念
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

と
考
え
、
し
た
が
っ
て
過
渡
期
の
ズ
レ
と
は
、
国
家
（
類
型
一
形
態
）
が

経
済
的
支
配
階
級
の
本
質
と
イ
ク
オ
ー
ル
で
な
い
点
に
も
と
め
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
国
家
類
型
を
と
ら
え
る
場
合
に
も
、
そ
の
本
質
を
直
接

経
済
的
支
配
階
級
と
結
合
さ
せ
る
の
で
な
く
、
政
治
的
支
配
階
級
を
媒
介

と
し
、
そ
の
本
質
を
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
成
立
i
確
立
の
指

標
を
し
め
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
、
す
で
に
く
り
か
え
し
指
摘
し
た
、
氏

の
国
家
権
力
U
国
家
形
態
と
み
ら
れ
る
把
握
に
関
し
て
も
疑
問
な
し
と
し

な
い
。
氏
の
把
握
を
こ
の
よ
う
に
見
る
根
拠
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
1

お
い
た
が
、
そ
の
後
氏
自
身
次
の
よ
う
な
発
言
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と

に
も
そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。

　
　
「
国
家
の
階
級
的
本
質
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
国
家
で
、
国
家
形
態

　
は
絶
対
主
義
的
と
い
う
規
定
は
い
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
国
家
権
力

の
階
級
的
本
質
は
何
と
規
定
す
る
の
か
と
聞
か
れ
た
場
合
に
、

理
論
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
よ
く
答
え
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
ぼ
く
の

む
し
ろ
国
家
機
構
が

絶
対
主
義
的
国
家
機
構
だ
か
ら
、
そ
の
国
家
機
構
を
直
接
的
に
掌
握
し

て
い
る
執
行
権
力
の
本
質
も
絶
対
主
義
だ
、
だ
い
た
い
そ
う
い
う
ふ
う

に
な
っ
て
い
る
…
…
。
　
〔
し
か
し
〕
国
家
類
型
と
国
家
権
力
と
の
関
係

を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
階
級
的
本
質
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主

国
家
な
ら
ば
、
そ
の
国
家
権
力
の
本
質
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
権
力
だ

と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
ブ
ル
ジ
ョ

ア
・
地
主
権
力
で
あ
り
な
が
ら
、
絶
対
主
義
的
な
国
家
形
態
を
と
る
と

い
う
こ
と
が
理
論
的
に
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く

る
わ
け
で
す
。
…
…
不
破
哲
三
氏
の
『
科
学
的
社
会
主
義
研
究
』
な
ど

を
見
て
み
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
ィ
ク
タ
ト
ゥ
ー
ラ
を
労
働
者
階

級
の
権
力
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
、
し
か
し
そ
こ
で
も
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
社
会
主
義
国
家
形
態
を
必
ず
と
る
と
い
う
ふ
う
に
は
い

っ
て
い
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
民
主
共
和
制
的
国
家
形
態
を
と
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

　
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
…
…
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
…

　
…
国
家
権
力
の
本
質
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
権
力
で
あ
っ
て
も
、
国
家

　
形
態
が
必
ず
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
地
主
的
形
態
を
と
ら
な
い
で
、
絶
対
主
義

　
的
な
形
態
を
と
る
と
い
う
こ
と
も
理
論
的
に
あ
り
う
る
ん
だ
と
い
う
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坊
）

　
が
開
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
。

　
こ
の
引
用
の
前
段
、
国
家
形
態
U
国
家
機
構
H
国
家
権
力
の
側
か
ら
国

家
形
態
を
と
ら
え
る
の
が
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
氏
の
「
近
代
天
皇
制
国

家
論
」
の
と
ら
え
か
た
で
あ
っ
た
。
し
か
し
氏
は
、
こ
の
「
『
近
代
天
皇

制
国
家
論
』
は
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
絶
対
性
を
強
調
し
す
ぎ
て
い

る
。
む
し
ろ
こ
の
点
〔
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
点
〕
を
ち
ょ
っ
と
入
れ
て
お
か

　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
1
6
）

な
い
と
大
正
期
の
説
明
を
す
る
と
き
に
困
る
」
と
し
て
、
後
段
の
、
国
家

類
型
”
国
家
権
力
（
非
国
家
形
態
）
と
い
う
把
握
を
あ
ら
た
に
提
起
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
デ
ィ
ク
タ
ト
ゥ
ー
ラ
」

の
も
と
に
お
け
る
「
民
主
共
和
制
的
国
家
形
態
」
が
「
社
会
主
義
国
家
形

　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

態
」
で
な
い
と
す
る
氏
の
理
解
は
い
か
に
し
て
も
納
得
し
が
た
い
が
、
こ

う
し
て
、
氏
の
国
家
権
力
の
概
念
内
容
は
そ
の
後
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
国
家
権
力
の
階
級
的
本
質
は
何
か
と
聞
か
れ
た
時
に
、
ぼ
く
の
議

　
論
は
ア
ン
・
ビ
バ
レ
ン
ト
、
二
面
的
な
ん
で
す
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
地
主
的



な
面
と
、
絶
対
主
義
的
な
面
と
両
方
あ
る
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
。
と

り
わ
け
、
絶
対
主
義
的
天
皇
制
と
い
う
概
念
は
国
家
形
態
に
し
ぼ
っ
た

ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
で
い

う
と
狭
義
の
、
轡
意
味
で
の
国
家
を
さ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

に
は
対
外
関
係
と
か
、
あ
る
い
は
社
会
関
係
を
捨
象
し
て
い
る
わ
け
で

（
1
8
）

す
」
。（

1
5
）
　
「
大
学
ゼ
ミ
訪
問
」
（
『
経
済
』
一
五
七
号
、
新
日
本
出
版
社
、

　
一
九
七
七
年
五
月
、
二
〇
一
－
二
頁
）
で
の
中
村
氏
の
発
言
。

（
1
6
）
　
同
上
、
二
〇
〇
頁
。

（
1
7
）
　
社
会
主
義
国
家
に
お
け
る
「
民
主
共
和
制
的
国
家
形
態
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

「
社
会
主
義
」
的
国
家
類
型
と
本
質
を
同
じ
く
し
そ
れ
に
属
す
る
「
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

会
主
義
的
国
家
形
態
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
的
形
態
以
外

に
存
在
し
う
る
と
い
う
の
が
む
し
ろ
不
破
氏
の
提
起
で
は
な
か
っ
た
の

か
、
こ
の
点
、
本
稿
一
の
注
（
1
3
）
を
も
み
よ
。

（
1
8
）
　
前
掲
『
経
済
』
、
二
〇
〇
頁
。

　
氏
の
「
二
面
的
」
と
は
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
、
国
家
権
力

が
、
国
家
類
型
（
国
家
の
階
級
的
な
い
し
歴
史
的
本
質
）
を
示
す
と
と
も

に
、
国
家
形
態
（
国
家
の
具
体
的
・
現
実
的
支
配
形
態
）
を
も
表
現
す
る

　
　
－
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

と
い
う
意
味
に
お
い
て
二
面
的
で
あ
る
と
い
う
把
握
に
は
、
わ
れ
わ
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

賛
成
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
家
論
に
お
い
て
、
国
家
と
国
家
権
力
と
が

し
ば
し
ば
同
義
で
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
際
、
国
家
権
力
概
念
の
内
容
を
い
ま
少
し
く
つ
め
て
ゆ
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
国
家
を
、
一
定
の
発
展
段

階
に
お
け
る
階
級
的
な
経
済
構
造
か
ら
生
れ
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、

こ
の
一
定
の
経
済
構
造
の
圏
域
内
の
住
民
に
対
し
基
本
的
生
産
手
段
の
所

有
者
の
政
治
的
組
織
と
し
て
階
級
支
配
を
貫
徹
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

統
的
・
恒
常
的
装
置
を
保
持
す
る
統
治
団
体
（
政
治
的
上
部
構
造
に
お
け

る
政
治
的
支
配
階
級
の
組
織
）
と
理
解
し
よ
う
。
こ
の
理
解
の
う
え
で
、

国
家
の
階
級
的
本
質
な
い
し
歴
史
的
本
質
（
国
家
類
型
）
は
、
当
該
段
階

の
経
済
的
支
配
階
級
と
一
致
し
（
通
例
の
国
家
）
あ
る
い
は
一
致
し
な
い

（
例
外
国
家
）
政
治
的
支
配
階
級
、
し
か
も
い
ず
れ
に
せ
よ
特
定
の
経
済

的
支
配
の
本
質
を
体
現
す
る
政
治
的
支
配
階
級
、
そ
の
支
配
1
1
階
級
の

　
「
デ
ィ
ク
タ
ト
ゥ
！
ラ
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
国
家
の
究
極
の
要
因
は
、
国
家
と
い
う
統
治
組
織
の
な

か
の
、
あ
る
も
の
（
支
配
階
級
）
が
他
の
も
の
（
被
支
配
階
級
）
を
支
配

す
る
公
的
強
力
ほ
国
家
権
力
の
存
在
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
こ

の
国
家
権
力
が
、
一
方
上
記
の
、
国
家
の
階
級
的
・
歴
史
的
本
質
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六

っ
っ
、
同
時
に
他
方
、
こ
れ
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
国
家
の
具
体
的
形
態
　
　
存
立
形
態
を
も
表
現
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
中
村
氏

的
特
質
目
権
力
の
実
体
た
る
国
家
機
構
、
す
な
わ
ち
、
当
該
段
階
の
経
済
　
　
　
の
当
初
の
考
え
か
た
と
、
い
ま
こ
こ
で
概
括
し
た
私
見
と
を
図
示
し
て
対

的
支
配
階
級
に
対
応
す
る
政
治
的
支
配
階
級
の
、
政
治
的
支
配
の
具
体
的
　
　
　
比
せ
し
め
て
お
く
な
ら
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
本
質
－
国
家
類
型
“
経
済
的
支
配
階
級

　
　
中
村
氏
の
把
握
　
　
国
家
毯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
形
態
f
国
家
形
態
”
国
家
機
構
H
国
家
権
力
H
政
治
的
支
配
階
級

　　

@　

@　

@　

@　

@　
_
本
質
し
国
家
類
型
口
（
経
済
的
支
配
階
級
↓
政
治
涌
支
配
階
級
）
支
配
的
政
治
制
度
の
基
本
的
特
質

　　

ъ
ｩ
で
の
把
握
国
家
一
要
因
－
国
家
箏
そ
の
組
織
く
繍
難
一

　　

@　

@　

@　

@　

@　
^
実
体
－
国
家
機
萱
馨
的
支
配
階
級
↓
政
誇
支
配
階
級
）
支
配
的
政
治
制
度
の
具
体
的
垂
的
支
配
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
国
家
形
態

　
さ
て
、
氏
の
国
家
権
力
概
念
が
、
こ
の
当
初
の
も
の
か
ら
変
化
し
、
国

家
類
型
・
国
家
形
態
の
双
方
に
か
か
わ
る
コ
一
面
的
」
な
も
の
に
変
化
し

た
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
本
稿
で
問
題
と
し
た
大
部
分
の
論
点
は
変
る
と

こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
近
代
日
本
国
家
史
上
の
問
題
は
、
経
済
構
造
を
支
配
す
る
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
と
、
国
家
”
政
治
的
上
部
構
造
を
支
配
す
る
封
建
的
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

絶
対
主
義
的
性
格
と
の
ズ
レ
、
か
か
る
土
台
と
上
部
構
造
の
ズ
レ
に
あ
っ

た
。
中
村
氏
は
・
土
台
と
国
家
類
型
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

れ
を
国
家
の
類
型
と
形
態
と
の
ズ
レ
に
転
化
せ
し
め
る
と
い
う
操
作
を
行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
転
化
に
よ
っ
て
、
　
「
高
度
に

発
達
し
た
資
本
主
義
国
に
依
然
と
し
て
封
建
国
家
が
存
続
す
る
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）

で
は
、
何
と
し
て
も
奇
妙
だ
」
と
い
う
感
覚
が
果
し
て
払
拭
し
う
る
で
あ

ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
経
済
構
造
を
支
配
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
が
、
絶
対
主
義
的
国
家
機
構
を
利
用
し
、
妥
協
的
な
改
良
を
加
え
つ

つ
、
そ
の
機
能
を
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
奉
仕
せ
し
め
た
と
す
る
旧
来

の
理
解
と
、
奈
辺
に
お
い
て
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
類
型
と
国
家

形
態
と
の
統
一
と
し
て
の
国
家
把
握
が
、
い
か
に
当
初
の
問
題
を
解
決
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
補
注
〕

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
方
法
の
み
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば



こ
う
し
た
疑
問
が
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
か
つ
中

村
氏
の
国
家
史
全
体
に
か
か
わ
る
精
力
的
な
模
索
と
そ
の
方
向
は
き
わ
め

て
魅
力
的
で
あ
り
、
大
筋
と
し
て
「
近
代
天
皇
制
」
の
総
体
的
把
握
の
核

心
に
せ
ま
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
あ
ら
た
め

て
、
氏
の
方
法
の
深
化
を
期
待
し
つ
つ
擱
筆
し
た
い
。

　
（
1
9
）
　
前
掲
『
大
系
日
本
国
家
史
4
・
近
代
1
』
三
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

〔
補
注
〕
　
芝
原
拓
自
「
近
代
天
皇
制
論
」
は
、
　
「
主
と
し
て
日
清
．
日
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
の
両
戦
役
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
『
戦
後
経
営
』
期
に
焦
点
を
あ
て
」
つ

　
つ
、
　
「
帝
国
憲
法
に
よ
っ
て
基
本
的
枠
組
を
え
」
、
「
両
戦
．
役
と
そ
れ
ぞ

　
れ
の
『
戦
後
経
営
』
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
　
「
専
制
的
・
超
越

　
的
な
国
家
機
構
H
装
置
を
ほ
ぼ
集
大
成
さ
せ
、
そ
の
権
力
行
使
を
保
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
す
る
法
体
系
を
ほ
ぼ
整
備
し
お
え
た
」
近
代
天
皇
制
に
つ
い
て
、
次
の

　
よ
う
に
規
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
「
近
代
天
皇
制
が
、
　
『
絶
対
君
主
制
』
的
国
家
機
構
を
強
力
手
段
と

　
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
権
力
の
本
質
が
封
建
的
絶
対
王
制
で

　
あ
り
、
半
封
建
的
土
地
所
有
者
の
利
害
を
第
一
義
的
に
代
弁
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
」
。
「
近
代
天
皇
制
は
、
…
…
軍
事

　
的
・
半
封
建
的
構
造
を
土
台
と
し
つ
つ
も
、
資
本
主
義
・
帝
国
主
義
的

　
な
『
国
家
ノ
利
権
ヲ
擁
護
ス
ル
ノ
天
職
』
を
全
う
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で

　
　
一
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
1

あ
る
」
。
「
近
代
天
皇
制
の
性
格
、
そ
の
歴
史
的
本
質
は
な
に
か
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
（
6
）

そ
れ
が
ま
ご
う
か
た
な
き
帝
国
主
義
権
力
で
あ
っ
た
」
。
「
近
代
天
皇
制

こ
そ
…
…
軍
事
的
・
半
封
建
的
日
本
資
本
主
義
の
頂
点
に
た
ち
、
そ
の

よ
う
な
特
徴
的
な
構
造
を
も
っ
て
帝
国
主
義
的
利
益
の
追
求
を
推
進
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
国
家
権
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
「
け
れ
ど
も
】
方
、
そ
の
帝
国
主
義

的
「
国
是
』
を
追
求
す
る
帝
国
主
義
権
力
た
る
天
皇
制
の
、
そ
の
国
家

機
構
U
装
置
そ
の
も
の
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
超
越
的
で
専
制
的
な

一
ま
さ
に
「
軍
事
的
、
警
察
的
』
な
一
『
執
行
権
力
』
体
系
そ
の

も
の
の
『
絶
対
君
主
制
』
的
性
質
も
ま
た
、
か
ん
た
ん
に
否
定
で
き
な

い
厳
粛
な
事
実
で
あ
る
。
…
…
ま
さ
に
、
絶
対
主
義
的
国
家
機
構
口
国

家
形
態
を
も
っ
た
資
本
主
義
・
帝
国
主
義
的
本
質
を
有
す
る
国
家
権
カ

ー
、
こ
れ
が
日
本
資
本
主
義
・
帝
国
主
義
確
立
期
の
天
皇
制
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
。

　
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
、
従
来
の
国
家
理
論
の
常
識
か
ら

す
れ
ば
矛
盾
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
成
の
国
家
理
論
に
よ
れ
ば
、

国
家
（
H
政
治
）
形
態
は
、
国
家
の
歴
史
的
な
階
級
的
本
質
を
示
す
国

家
類
型
論
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
『
絶
対
主
義
』
的
国
家

形
態
は
、
本
質
は
封
建
国
家
の
類
型
に
属
す
る
国
家
の
最
後
の
形
態
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
「
そ
こ
で
、
と
り
わ
け
後
発
資
本
主
義
・
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七



　
一
説
　
　
　
　
苑
－

国
主
義
の
ば
あ
い
、
経
済
構
造
の
資
本
主
義
・
独
占
資
本
主
義
化
と
国

家
の
封
建
的
絶
対
主
義
の
存
続
と
の
ズ
レ
が
問
題
に
さ
れ
る
か
、
さ
も

な
け
れ
ば
、
経
済
構
造
の
移
行
に
と
も
な
う
絶
対
主
義
権
力
の
ブ
ル
ジ

ョ
ア
権
力
へ
の
改
編
が
立
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
。
「
な
る
ほ
ど
、

近
代
天
皇
制
に
お
い
て
も
、
こ
の
経
済
構
造
と
国
家
の
本
質
と
の
ズ
レ

を
評
価
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
…
－
も
し
も
近
代
天
皇

制
の
本
質
を
絶
対
主
義
封
建
（
な
い
し
半
封
建
）
国
家
と
規
定
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
国
家
統
治
の
基
本
概
念
、
抑
圧
・
専
制
的
な
国

家
機
構
H
装
置
の
か
ぎ
り
で
は
妥
当
し
て
も
、
そ
の
基
本
的
政
策
U
法

体
系
、
文
武
官
僚
層
の
基
盤
・
物
質
的
階
級
的
基
礎
に
お
い
て
は
、
ま

っ
た
く
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
国
家
類
型
H
本
質
を
、
た
だ

基
本
理
念
、
機
構
H
装
置
、
国
家
形
態
の
特
質
だ
け
か
ら
規
定
し
て
も

よ
い
の
な
ら
、
そ
の
物
質
的
・
階
級
的
基
礎
や
国
家
意
思
の
所
在
を
示

す
政
策
”
法
体
系
か
ら
き
り
は
な
し
て
規
定
し
て
も
よ
い
の
な
ら
、
話

　
　
　
　
（
1
0
）

は
別
で
あ
る
」
。

　
「
近
代
天
皇
制
は
、
半
封
建
的
構
造
を
不
可
分
に
も
ち
つ
つ
も
、
よ

り
資
本
主
義
的
な
階
級
構
成
の
う
え
に
た
っ
た
、
『
皇
室
の
藩
屏
』
た
る

閥
族
じ
た
い
も
金
融
貴
族
化
し
た
、
し
か
も
絶
対
主
義
的
理
念
・
機
構

を
肥
大
化
さ
せ
た
国
家
権
力
と
し
て
、
日
清
「
戦
後
経
営
』
以
降
に
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

己
を
再
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
」
。
「
日
清
・
日
露
『
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

後
経
営
』
期
に
再
定
着
し
て
い
っ
た
、
絶
対
主
義
的
理
念
・
機
構
を
も

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

っ
専
制
的
、
侵
略
的
帝
国
主
義
権
力
と
し
て
の
天
皇
制
こ
そ
、
一
九
二

〇
年
代
以
降
の
労
働
者
・
農
民
の
解
放
運
動
の
正
面
に
立
ち
ふ
さ
が
る

国
家
権
力
の
、
直
接
の
出
発
点
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
日
本
資
本
主
義
・
帝
国
主
義
の
全
般
的
危
機
の
深
化
の
な
か
で
、

こ
の
近
代
天
皇
制
は
、
自
己
を
破
滅
さ
せ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
全
面
侵
略

戦
争
に
さ
え
突
っ
走
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
絶
対
主
義
理
念

・
機
構
と
そ
の
帝
国
主
義
的
本
質
と
に
矛
盾
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
近
代
天
皇
制
の
現
実
そ
の
も
の
の
矛
盾
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
が
既
成

の
理
論
で
説
明
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
国
家
類
型
論
と
国
家
形
態
論
と

の
関
係
そ
の
も
の
の
再
検
討
、
豊
富
化
こ
そ
が
今
後
の
課
題
と
な
る
の

　
　
　
（
短
）

で
あ
ろ
う
」
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
1
5
・
近
代
2
』
一
九
七
六
年
、
所
収
。

同同同同同
上上上上上、　　、　　、　　、　　、

三
〇
四
頁
。

三
〇
五
頁
。

三
三
四
頁
。

三
三
五
頁
。

三
四
九
頁
。



（
7
）
人
8
）

（
9
）
　
同
上
、

（
1
0
）
同
上
、

（
n
）
　
同
上
、

（
1
2
）
　
同
上
、

同
上
、
三
五
〇
頁
。

三
五
〇
－
一
頁
。

三
五
一
頁
。

三
五
二
頁
。

三
五
二
－
三
頁
。

　
右
の
芝
原
氏
に
よ
る
近
代
天
皇
制
権
力
H
帝
国
主
義
権
力
と
す
る
規

定
は
、
氏
自
身
の
、
　
「
近
代
天
皇
制
は
ま
ず
、
す
ぐ
れ
て
独
得
な
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
招
）

機
構
で
あ
り
、
国
家
形
態
・
国
家
権
力
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
」
と

い
う
冒
頭
の
一
句
と
必
ず
し
も
整
合
せ
ず
、
ま
た
、
逆
に
、
国
家
形
態

・
国
家
機
構
と
本
質
を
切
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
経
済
的
支
配
階

級
の
性
格
や
そ
の
力
関
係
の
転
換
を
そ
の
ま
ま
国
家
権
力
の
性
格
や
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
性
格
変
化
と
等
置
す
る
、
い
わ
ゆ
る
基
底
還
元
論
的
な
国
家
理
論
」

を
い
か
に
脱
し
き
れ
た
か
に
つ
い
て
も
問
題
を
の
こ
す
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
（
絶
対
主
義
的
理
念
を
も
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
と
は
そ
も
そ
も

い
か
な
る
も
の
か
）
。
し
か
し
、
そ
の
論
旨
の
基
本
は
、
権
力
の
把
握
を

別
に
す
れ
ば
本
文
で
検
討
し
た
中
村
氏
の
把
握
と
軌
を
一
に
し
、
さ
ら

に
、
国
家
機
構
と
、
経
済
的
支
配
階
級
－
国
家
意
思
一
基
本
的
政
策
H

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

法
体
系
と
の
ズ
レ
に
か
か
わ
る
事
実
認
識
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
ふ

　
1
最
近
の
近
代
日
本
国
家
史
研
究
に
よ
せ
て
一

く
む
国
家
史
研
究
の
問
題
把
握
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
問
題
は
、
か
か
る
事
実
を
ふ
ま
え
た
理

論
的
把
握
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
鍵
が
国
家
類
型
－
国
家

形
態
の
再
検
討
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

で
の
検
討
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
中
村
・
芝
原
氏
の
検
討
方
向
に
な
お

賛
意
を
表
し
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
．
わ
れ
わ
れ
に
は
む
し

ろ
、
基
底
に
還
元
し
え
ぬ
も
の
と
し
て
の
国
家
の
本
質
、
そ
れ
を
表
現

す
る
国
家
の
実
体
H
機
構
と
、
基
底
と
条
件
と
の
関
連
に
よ
っ
て
方
向

づ
け
ら
れ
る
国
家
の
規
定
的
方
向
と
の
問
題
を
、
ま
ず
媒
介
的
に
解
く

こ
と
が
先
決
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
前
掲
、
芝
原
論
文
、
三
〇
四
頁
。

（
1
4
）
　
同
上
、
三
〇
六
頁
。

（
石
桂
仙
祉
難
）

一
七
九


